
裁判年月日 平成21年 7月24日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決

事件番号 平２０（ワ）１００２１号・平２０（ワ）１６０５９号

事件名 管理費等請求事件（甲事件）、管理費等請求事件（乙事件）

裁判結果 認容（甲・乙事件） 上訴等 確定 文献番号 2009WLJPCA07248026

要旨

◆区分所有建物について建物の区分所有等に関する法律３条に基づき構成された団体である原告が、元の区分所

有者に対して有していた規約に基づく管理費等の債権について、区分所有者の特定承継人になった被告らに対し

、同法８条に基づき、支払を求めた事案において、上下水や温泉が専有部分で使用されるとしても、管理組合が

使用料を立替え払いし、区分所有者に使用量に応じた支払を請求することを定めた規約は有効であり、上下水道

料金及び温水料金は同法７条１項の債権に該当し、原告は元の所有者に対して未払管理費等の支払を命じる判決

を得ており、被告らは民法１４８条により時効中断の効力が及ぶ承継人に該当するから消滅時効を援用すること

ができないとして、原告の請求を全部認容した事例

出典

判タ 1328号120頁

ウエストロー・ジャパン

評釈

前澤利明・判タ別冊 32号64頁（平22主判解）

参照条文

民法１４７条１項

民法１４８条

民法４３０条

民法４３４条

建物の区分所有等に関する法律３条

建物の区分所有等に関する法律８条
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裁判年月日 平成21年 7月24日 裁判所名 大阪地裁 裁判区分 判決

事件番号 平２０（ワ）１００２１号・平２０（ワ）１６０５９号

事件名 管理費等請求事件（甲事件）、管理費等請求事件（乙事件）

裁判結果 認容（甲・乙事件） 上訴等 確定 文献番号 2009WLJPCA07248026

平成２０年（ワ）第１００２１号 管理費等請求事件（甲事件）

平成２０年（ワ）第１６０５９号 管理費等請求事件（乙事件）

大阪市〈以下省略〉

甲・乙事件原告 Ｘマンション管理組合

代表者理事長 Ａ

訴訟代理人弁護士 影山博英

大阪市〈以下省略〉

甲事件被告 Ｙ１

大阪市〈以下省略〉

乙事件被告 有限会社大阪工房

代表者取締役 Ｂ

上記両名訴訟代理人弁護士 西村勇作

同 林友宏

主文

１ 甲事件被告及び乙事件被告は，各自、原告に対し、６１７万２５００円並びにうち１３５万３８０１円に

対する平成２０年１２月６日から支払済みまで年１割８分の割合による金員及びうち１１５万９７１５円に対す

る平成２０年１２月６日から支払済みまで年１割４分の割合による金員を支払え。

２ 訴訟費用は、甲事件については甲事件被告の負担とし、乙事件については乙事件被告の負担とする。

３ この判決は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第( 請求

主文同旨

第) 事案の概要

１ 原告の請求及び請求原因の要旨

本件は、区分所有建物（Ｘマンション。以下「本件マンション」という。）について建物の区分所有等に関す

る法律（以下「区分所有法」という。）３条に基づき構成された団体（法人格のない社団）である原告が、本件

マンション１００５号室（以下「本件専有部分」という。）の元の区分所有者に対して有していた規約に基づく

管理費等の債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人となった被告らに対し、区分所有法８条に基づき

、区分所有者全員のために支払を求めた事案である。

甲事件被告が、平成１９年１月１１日、平成４年以前から本件専有部分を共有していた元の区分所有者である

ＣとＤからの担保不動産競売による売却により、乙事件被告が、平成２０年２月２７日、甲事件被告からの売買
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により、それぞれ本件専有部分の所有権を取得したことは、当事者間に争いがない。

原告は、被告らがいずれも元の区分所有者（ＣとＤ）からの区分所有法８条にいう特定承継人にあたるとして

、被告ら各自に対し、以下の管理費等の支払を求めた。

① 平成４年１月分から平成１３年９月分までの管理費合計１２８万９４５１円（別紙「元金明細および遅

延損害金計算表」（以下「別表」という。）のとおり。月額１万１０４０円、ただし平成４年１月分は未払額８

８１１円）

② ①に対する規約に基づく各月分の支払期日（別表のとおり）の翌日から平成２０年１２月５日までの規

約に基づく約定の年１８％の割合による遅延損害金合計２８０万５２０７円

③ ①と同期間の積立金合計６万４３５０円（月額５５０円）

④ ③に対する②と同様の遅延損害金１４万００３０円

⑤ ①と③の合計１３５万３８０１円に対する平成２０年１２月６日から支払済みまで②と同じ割合による

遅延損害金

⑥ 平成１３年１０月分から平成１８年１２月分までの管理費合計７０万１０４０円（平成１７年１月分ま

では月額１万１０４０円、平成１７年２月分からは月額１万１２８０円）

⑦ ⑥に対する規約所定の各月分の支払期限（別表のとおり）の翌日から平成２０年１２月５日までの規約

所定の年１４％の割合による遅延損害金合計４４万７５３２円

⑧ ⑥と同期間の積立金合計２１万６４９０円（平成１３年１２月分までは月額５５０円、平成１４年１月

分から平成１７年１月分までは月額３３２０円、平成１７年２月分からは月額４０００円）

⑨ ⑧に対する⑦と同様の遅延損害金１３万２０１８円

⑩ ⑥と同期間の上下水道料金合計１０万６３９９円（別表のとおり。原告と市水道局の一括契約により水

道水の供給を受け、親メーターで計測された使用量から算出された全戸の使用料金を原告が一括して立替払した

後、各戸設置の子メーターで計測された使用量から使用料金を算出したもの）

⑪ ⑩に対する⑦と同様の遅延損害金６万５１６７円

⑫ ⑥と同期間の温水料金合計１３万５７８６円（別表のとおり。共用部分にボイラー（給湯設備）を設け

一括して各住居に給湯し、この給湯に関わるガス料金・水道料金（温水分）を各親メーターで計測された使用量

を基に算出された各戸のガス・水道使用料金を原告が一括して立替払した後、各戸（住戸部分）に設置された温

水メーターで計測した使用量を基に使用料金を算出したもの）

⑬ ⑫に対する⑦と同様の遅延損害金６万９０３０円

⑭ ⑥⑧⑩⑫の合計１１５万９７１５円に対する平成２０年１２月６日から支払済みまで⑦と同じ割合によ

る遅延損害金

２ 被告らの主張の要旨及び主な争点

被告らは、要旨次のとおり主張して、原告の請求を争った。

(1) 上下水道料金・温水料金について

上下水道料金・温水料金について管理組合が区分所有者に対して有する債権は、専有部分に関する立替金の求

償権であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有法３０条１項の規約事項（建物又はその敷地若しく

は附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項）にあたらない。したがって、その債権は、区分所

有法８条により特定承継人に対して請求することができる「規約に基づき他の区分所有者に対して有する債権」

（区分所有法７条１項）にあたらない。

(2) 甲事件被告の所有権喪失

区分所有法８条が、区分所有者の特定承継人が前区分所有者の未払管理費等を負担する旨の特別の規定を定め

ている趣旨は、右負担につき区分所有権を引き当てにするというものであり、もはや引き当てとすべき区分所有

権を有しない者は、その負担を負わない（大阪地判昭和６２年６月２３日、判時１２５８号１０２頁）。甲事件

被告は、乙事件被告に対し本件専有部分の区分所有権を売買によって移転させ、区分所有者ではなくなっている

のであるから、区分所有法８条の特定承継人にあたらず、前所有者の滞納した管理費等の債務について負担を負

わない。

(3) 消滅時効の抗弁

判例（最判平成１６年４月２３日、民集５８巻４号９５９頁）によれば、マンション管理において区分所有者
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が負担する管理費等の債権は、基本権たる定期金債権から発生する支分権として、民法１６９条所定の債権にあ

たるとされている。そのため、管理費等のうち訴え提起時（平成２０年１２月５日）において支払期限から５年

を経過しているもの（平成４年１月分から平成１５年１１月分まで）及びこれらに対する遅延損害金の債務につ

いては、民法１６９条の定期給付債権の短期消滅時効により、支払期限から５年の経過により消滅時効が完成し

ている。したがって、被告は、消滅時効を援用する。

３ 前提事実（請求原因）

以下の請求原因事実は、当事者間に争いのない事実又は後記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。

原告は、大阪市中央区西心斎橋２丁目に所在する区分所有建物「Ｘマンション」（本件マンション、甲１）の

区分所有者全員で構成する平成１３年９月１６日に設立された管理組合である（甲３～５、甲３のうちの管理規

約６条）。以下この管理規約（同規約７０条により平成１３年９月１６日発効）を「新規約」といい、本件マン

ション分譲当初の管理規約（甲２の９～１８頁）を旧規約という。

原告は、新規約３０条１０号に基づき管理費等（新規約２３条に規定する管理費、積立金、上下水道料及び温

水料をいう。）の徴収業務を行っている。原告が設立される前は、旧規約２６条１項により日本ビルサービス株

式会社（以下「日本ビルサービス」という。）が管理者として指定され、各区分所有者と日本ビルサービスとの

間で締結された管理業務委託契約書（以下「旧委託契約書」という。甲２の１９～２２頁）２条２号に基づき、

日本ビルサービスが管理費及び積立金（旧委託契約書４条）の徴収業務を行っていた。

平成４年以前から本件専有部分を共有していたＣとＤは、管理者である日本ビルサービスに対し、旧委託契約

書４条１項に基づき、平成１３年９月分までの管理費月額１万１０４０円及び積立金月額５５０円を支払う義務

を負い、その支払期日は、同契約書４条２項により、毎月末日までに翌月分を支払うものとし、かつ、同契約書

５条により、その支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまでの間、年１８％の割合による遅延損

害金を支払うものとそれぞれ定められていた。平成４年１月分から平成１３年９月分までの管理費及び積立金の

未払額及びその支払期日は、別表のとおりである（甲１０、１３、１４、２３、２６、２７）。

平成１３年１０月分からは、ＣとＤは、原告に対し、新規約２３条１項に基づき、管理費（新規約２５条）、

積立金（新規約２６条）、上下水道料、温水料を納入する義務を負うものとされ、管理費及び積立金の月額は、

当初は従前と同額であったが、新規約２３条２項に基づき、平成１４年１月分から積立金月額３３２０円に（甲

６、７）、平成１７年２月分から管理費月額１万１２８０円、積立金月額４０００円にそれぞれ引き上げられた

（甲８、９）。

上下水道料金は、原告と市水道局との一括契約により水道水の供給を受け、親メーターで計測された共用部分

及び全専用部分の使用量合計を基に算出された料金を２か月に１度、２か月分について原告が水道局に支払った

上、各専有部分に設置した子メーターにより計測した使用量を基に各専有部分の２か月分の使用料金を算出し、

２か月に１度、２か月分を各区分所有者から徴収することとされている。

温水料金は、共用部分にボイラー（給湯設備）を設け一括して各住戸に給湯を行い、この給湯に関わるガス料

金・水道料金（温水分）は、各親メーターで計測された使用量を基に算出された全戸のガス・水道の使用料金を

原告が一括して支払った後、各戸（住戸部分）に設置された温水メーターの使用量を基に使用料金を算出し、毎

月１か月分を各区分所有者から徴収することとされている（甲３の１１～１２頁）。

管理費、積立金、上下水道料、温水料は、新規約５６条１項により、自動振替により遅くとも毎月８日までに

当月分を支払うものと定められ、遅延損害金については、同条３項により年１４％の割合と定められている。平

成１３年１０月分から平成１８年１２月分までの管理費、積立金、上下水道料金、温水料金及びその支払期日は

、別表のとおりである（甲１０、１３、１４、２３、２６、２７）。

甲事件被告は、平成１９年１月１１日、ＣとＤからの担保不動産競売による売却により、乙事件被告は、平成

２０年２月２７日、甲事件被告からの売買により、それぞれ本件専有部分の所有権を取得した。

第* 裁判所の判断

１ 要約

当裁判所は、被告らは、本件専有部分の元の区分所有者の特定承継人として、所有権を第三者に譲渡したか否

かに関わりなく、区分所有法８条に基づき、各自原告に対し、上下水道料金・温水料金を含む管理費等を支払う

べき義務があり、元の区分所有者との間で消滅時効が中断し又は時効援用権が失われているから、その承継人に

あたる被告らが消滅時効を援用することは許されないものと判断する。
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２ 上下水道料金・温水料金について

区分所有法３０条は、規約事項について「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所

有者相互間の事項」と規定し、規約事項の対象となる「建物」を共用部分に限定していない。また、給排水設備

及び給湯設備は、新規約２０条１項本文及び別表第２に基づき、管理組合である原告がその責任と負担において

管理すべき区分所有建物の附属設備でもある（甲３）。したがって、上下水や温水が専有部分で使用されること

から専有部分の使用に関する事項という面があるとしても、管理組合が区分所有建物全体の使用料を立て替えて

支払った上で各区分所有者にその使用量に応じた支払を請求することを規約で定めることは、建物又はその附属

施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を定めるものとして、規約で有効に定めることができると

解すべきである。大阪市の水道事業において集合住宅の使用者が申請すれば各戸計量・各戸収納制度を実施する

ことができるとしても（甲１７、２４、２５、２８。枝番を含む。）、そのことは、現に管理組合が規約に基づ

き全体の使用量を支払っている場合に、これを規約に基づき各区分所有者に対して請求することを妨げる理由に

はならない。

したがって、上下水道料金及び温水料金は、区分所有者の全員で構成された管理組合が、区分所有者全員のた

めに、区分所有法８条により、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる「規約に基づき

他の区分所有者に対して有する債権」（区分所有法７条１項）にあたる。

３ 甲事件被告の所有権喪失について

区分所有法８条は、「規約に基づき他の区分所有者に対して有する債権」（区分所有法７条１項）については

、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めている。甲事件被告は、債務者たる区

分所有者の特定承継人として、区分所有法８条に基づき元の区分所有者の管理費等の債務をいったん負うことに

なった以上、その後その区分所有権を他に譲渡しても、その債務の支払を免れることはできないと解すべきであ

る。すなわち、区分所有法８条は、その債務の履行を確実にするために特定承継人に特に債務の履行責任を負わ

せることを法定して債務履行の確実性を担保することに立法趣旨があり、いったん特定承継人となって債務を負

うことになった者が所有権を他に譲渡して債務を免れるなどという責任軽減は、規定もなく、全く想定していな

いと考えられるからである。区分所有法７条１項による先取特権があることも、同様に債務履行の確実性を担保

する立法趣旨にすぎないから、先取特権があるからといって現に区分所有権を有する者にしか請求できないとい

うような責任限定の解釈をすべき根拠はない。

４ 消滅時効の抗弁について

原告は、平成１４年４月２６日、本件専有部分の元の区分所有者（共有者の１人）であるＣに対し、平成４年

１月分から平成１３年１２月分までの未払管理費等（管理費、積立金、上下水道料金、温水料金）とこれに対す

る約定利率による遅延損害金の支払を命ずる判決（大阪地方裁判所平成１４年（ワ）第１００３号。甲１０）を

得て、この判決が平成１４年５月１７日の経過により確定している（甲２６）。したがって、平成１４年の訴え

提起から５年前までの支払期日の管理費等については、民法１６９条による定期給付債権の５年の短期消滅時効

につき、不可分債務者の１人に対する請求により時効が中断し（民法１４７条１号、４３０条、４３４条）、５

年以上前の支払期日の管理費等についても、元の区分所有者のＣが消滅時効の援用をすることは、判決の既判力

により許されないこととなった。

元の区分所有者の特定承継人として、区分所有法８条により、元の区分所有者の債務を履行する義務を負うこ

とになった被告らは、債務の履行を確保するために同じ債務について履行責任を負う者を広げようとする同条の

立法趣旨に照らし、民法１４８条により時効中断の効力が及ぶ承継人にあたると解すべきであり、かつ、民事訴

訟法１１５条１項３号により確定判決の効力が及ぶ口頭弁論終結後の承継人にあたると解すべきである。そして

、本件訴訟のうち後で提起された乙事件の訴え提起の日である平成２０年１２月５日までには、前記判決確定の

日である平成１４年５月１８日から１０年経っていないから（民法１７４条の２第１項）、元の区分所有者の口

頭弁論終結後の承継人である被告らは、判決で確定した平成４年１月分から平成１３年１２月分までの未払管理

費等（管理費、積立金、上下水道料金、温水料金）とこれに対する約定利率による遅延損害金について、消滅時

効を援用することができない。

その後、平成１６年６月１６日、原告から本件マンションの管理業務の委託を受けている日本ビルサービスが

、元の区分所有者（共有者の１人）であるＤに対し、平成４年１月分から平成１６年６月分までの未払管理費等

を請求したのに対し（甲１１）、Ｄは、債務の存在を争わず（甲１２）、かえって平成１８年２月１７日、Ｄの
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破産申立代理人であるＥ弁護士が、原告に対し、本件専有部分の管理費滞納分があることを認め債権調査票の作

成を依頼している（甲１３）。

この事実によれば、債権調査票の作成依頼にあたって管理費滞納分の内容を特定していないが、それ以前から

の請求の経緯等も勘案すれば、その依頼をした平成１８年２月１７日には、Ｄは、包括的にその時点における一

切の未払管理費等の債務を承認したものと認めるのが相当である。したがって、この債務承認により、上記確定

判決によっても被告らが消滅時効を援用することができない平成１３年１２月分以前の管理費等についてＤは改

めて消滅時効の援用権を失うほか、平成１４年１月分以降の管理費等及びこれに対する約定の遅延損害金につい

ても、不可分債務者であるＤによる債務の承認により（民法１４７条３号）、民法１６９条の５年の短期消滅時

効が中断し、その承継人である被告らについても、時効中断の効力が及び、時効を援用することができないこと

になる。

５ 結論

以上によれば、被告らは、本件専有部分の特定承継人として、区分所有法８条に基づき、各自原告に対し、元

の区分所有者であるＣとＤが旧規約及び旧委託契約書に基づく債務ないし新規約に基づく債務として原告に対し

て支払義務を負っていた平成４年１月分から平成１８年１２月分までの未払管理費等（第２の１①③⑥⑧⑩⑫）

を支払うべき義務を負うとともに、そのうち平成１３年９月分までの管理費等に対する各支払期限の翌日から支

払済みまでの旧委託契約書所定の年１８％の割合による遅延損害金（第２の１②④⑤）、及び、平成１３年１０

月分以降の管理費等に対する各支払期限の翌日から支払済みまでの新規約所定の年１４％の割合による遅延損害

金（第２の１⑦⑨⑪⑬⑭）をそれぞれ支払うべき義務がある。

よって、原告の甲事件及び乙事件の請求は、いずれも理由があるから認容することとし、主文のとおり判決す

る。

（裁判官 小林久起）

*******
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